
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 令和 7 年度東部管内大型案内標識設置工事 

契約変更後の工事概要 

大型案内標識設置 2 基 

 道路土工 一式、撤去工 一式、構造物設置工 一式、 

 舗装工 一式、仮設工  一式 

 

 

 

 

【設計変更の理由】 

 

 標識①（東灘区御影本町 3 丁目）において、床掘作業を実施した結果、既設埋設管

等が支障となり、当初設計どおりの標識基礎を設置することが困難であることが判明

したため、基礎形状の見直しを実施した。これにより標識基礎数量の増工が生じた。 

その他、現地精査の結果数量に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

                           （公表様式第６号） 


